
～導入時限定～番号リクエストを受け付けます

ご当地ナンバープレートの番号リクエストご当地ナンバープレートの番号リクエストご当地ナンバープレートの番号リクエスト
　ご当地ナンバープレート導入時限定で、希望する番号のリクエストを受け付けます。

　ご当地ナンバーを自分の希望する番号で乗れるチャンスです。ぜひ、お申し込みください。

《対 象 番 号》　「Ａ・・・１」 から「Ａ２１００」 まで（記号はすべてＡ）

　　　　　　　　※「Ａ２０１４」は見本として使用しているため除外番号とします。

【応 募 期 間】　10月１日㈬～21日㈫
【応 募 場 所】　○市庁舎本館２階　納税課

　　　　　　　　○各総合支所　総務課税務係

【応募条件等】　次のいずれにも該当する方（本人のみ）

　　　　　　　　○応募および交付の時点で、西条市に住所のある方

　　　　　　　　○新規に原付を登録する方、または既に西条市で原付登録されている方

　　　　　　　　※１台につき、希望番号は１つ。

　　　　　　　　※同一番号に複数の応募があった場合は抽選。

　　　　　　　　※応募方法に誤りや不備がある場合は、無効になることがあります。

【応 募 方 法】　○ハガキでの応募方法と、応募場所の窓口に備え付けの応募用紙に必要事項を記入して

　　　　　　　　　直接提出する方法があります。

　　　　　　　　※電話、ファクス、電子メールおよび窓口での口頭による受付は行いません。

【記入事項等】　○ご当地ナンバーリクエストと表記してください。

　　　　　　　　○新規か交換のどちらか

　　　　　　　　○住所、氏名、生年月日、電話番号（日中に連絡のとれる電話番号）

　　　　　　　　○希望番号

　　　　　　　　※交換の方は、現在登録している原付の標識番号を記入してください。

【抽選・交付】　○抽選を行い、その結果を応募者全員に文書でお知らせします。

　　　　　　　　○当選された方のナンバープレートの交付は、11月17日㈪　８時30分から本庁納税課で
　　　　　　　　　開始（本庁納税課でのみ交付）します。

　　　　　　　　○当選された希望番号の権利を他人に譲渡することはできません。

　　　　　　　　○当選された方で、平成26年12月５日㈮までに登録や交換をしなかった場合には、当選
　　　　　　　　　番号の権利は無効となりますので、ご注意ください。

【問　合　せ】　○市庁舎本館２階　納税課納税第１係　TEL０８９７－５２－１２７８

　　　　　　　　○東予総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－６４－２７００

　　　　　　　　○丹原総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－６８－７３００

　　　　　　　　○小松総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－７２－２１１１

デザイン採用作品：山崎真美さん（喜多川）

《西条市ご当地オリジナルナンバープレート》

西条のまちを

　だんじりナンバーで

　　　走ってみませんか？
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ご当地ナンバープレート交付開始

ご当地ナンバープレートを11月４日から交付開始ご当地ナンバープレートを11月４日から交付開始
　合併10周年の記念事業として、地域への愛着と誇りを再認識するとともに、近隣市町の方や当市を訪

れる方に西条市をＰＲするため、第１種原動機付自転車（50㏄以下）のナンバープレートに新しくオリ

ジナルデザインのご当地ナンバープレートが加わりました。

　皆さんの愛車に取り付けていただき、西条市の魅力発信・ＰＲにご協力ください。

【交付開始日】　11月４日㈫　８時30分～
【交 付 場 所】　○市庁舎本館２階　納税課

　　　　　　　　○各総合支所　総務課税務係

【交 付 内 容】　○新規登録時にご当地ナンバープレートか従来のナンバープレートのどちらかを選択

　　　　　　　　　でき、現在使用している従来のナンバープレートも１回に限り、ご当地ナンバープ

　　　　　　　　　レートに交換することができます。

　　　　　　　　○原則、ナンバープレートの番号指定はできませんが、導入時限定でご当地ナンバー

　　　　　　　　　プレートの番号リクエストを受け付けますので、右のページをご覧ください。

【必要なもの】

　　■新規登録　販売証明書または譲渡証明書、印鑑　

　　■交　　換　旧ナンバープレート、自賠責保険証等（車台番号のわかるもの）、印鑑

　　■名義変更　譲渡証明書、ナンバープレート、印鑑

【注　意　点】　○従来のナンバープレートからご当地ナンバープレートに変更する場合は無料（１台

　　　　　　　　　につき１回限り）です。

　　　　　　　　○交換によるナンバープレートの番号変更に伴い、自賠責保険等の変更手続きが必要

　　　　　　　　　になる場合があります。詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。

【問　合　せ】　○市庁舎本館２階　納税課納税第１係　TEL０８９７－５２－１２７８

　　　　　　　　○東予総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－６４－２７００

　　　　　　　　○丹原総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－６８－７３００

　　　　　　　　○小松総合支所　総務課税務係　TEL０８９８－７２－２１１１

検索

ふるさと納税がクレジットカードでも振り込めます
　西条市では、ふるさと納税を通してさらに西条市の魅力をＰＲするため、今年度から寄付をされた

方に、お礼の気持ちを込めて西条市の特産品をプレゼントしています。

　そして、もっとお気軽にふるさと納税をしていただこうと９月から、ふるさと納税の払い込み方法

をゆうちょ銀行、納付書、市の指定する口座、現金書留に加え、クレジットカードによる振り込み方

法を追加しました。

　クレジットカードによる振り込みの場合は、寄付申出書を提出いただいた後、市から電子メールで

支払番号などをお知らせします。その後、市ホームページの「ふるさと納税寄付金受付中！」ページ

から、「 Yahoo！公金支払いページ」にアクセスして振り込み手続きをしていただきます。

　なお、クレジットでの振り込みは、寄付金額5,000円以上が対象になります。

西条市がもっと元気になるように応援しましょう！

　西条市がもっと元気になるように、ふるさと納税を通じて西条市を応援してください。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

■問合せ　市庁舎本館２階　納税課納税第２係

　　　　　TEL0897－52－1279

　　　　　FAX0897－52－1225
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